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１． 松戸市マンション再生等合意形成支援補助金について 

 本市では、昭和３９年（１９６４年）ごろから分譲マンションが建設されは

じめ、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増

する見込みです。 

 そうした中には築５０年以上を経過した、長寿命化あるいは建替え等の検討

が必要な時期に入ってきているマンションもあります。 

 高経年となったマンションでは、区分所有者の高齢化・非居住化（賃貸・空

き住戸化、相続人の不明等）が進行し、管理組合の役員の担い手不足や、総会

運営・総会の議決が困難等から管理不全に至るおそれがあります。 

 このような事態を避けるには、マンションの寿命を意識した上で、長寿命化

のための修繕・改良が必要であるか、老朽化に伴い建替え等による再生が必要

であるか、の比較検討が避けられません。 

本制度は、マンション管理組合が行うマンション再生等（修繕、改修・建替

え・敷地分割、敷地売却）に向けた検討活動に掛かる経費の一部を補助するこ

とにより、老朽化の程度を把握し、建替えと修繕その他の方法について十分に

比較検討するための機運を醸成し、管理組合が行う、マンション再生等の実現

に向けた合意形成の円滑化を図る管理組合を支援することを目的としていま

す。 

２． 申請受付期間 

 令和７年７月１日（火）～令和７年１２月２日（火） 

３． 補助金額 

交付決定日から令和８年３月１１日(水)までにおける再生等検討活動費の 

２分の１以内で３０万円を限度（ただし、予算の範囲内での補助とします） 
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４． 補助対象要件 

① 松戸市内にある分譲マンションであること。 

② 築後３０年を経過していること。 

③ マンションの再生等活動を行うこと及びその経費について、管理組合の

集会で決議していること（総会決議、または管理組合の規約で理事会等

に付託している場合は、理事会などの決議でも可）。 

５． 補助対象となる再生等検討活動 

再生（※）、敷地売却、敷地分割又は除却に向けて、区分所有者の合意形成

を図るために行う活動で、次のいずれかに該当するものです。 

① マンションの現状調査に関すること 

② 老朽度の判定に関すること 

③ 建物の再生等方法（修繕、改修、建替え、敷地売却、敷地分割又は除却

の比較）の検討に関すること 

④ 居住者の意向調査（アンケート等）に関すること 

⑤ 基本構想・事業計画の作成に関すること 等 

※ 再生とは、老朽化したマンションの修繕、改修、建替えを行うことをい

います。ただし、修繕のみを行うものは補助対象外です。 
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６． 申請の流れ 

 補助金は通算で５回まで交付を受けることができます（２回目以降の利用

も、都度申請要）。ただし、１年度に１度のみ交付申請が可能です。 
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 事前協議書（STEP1） 

管理組合が再生等検討活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集

会で決議するための集会議案書（案）を作成後、「松戸市オンライン申請シス

テム」にログインし、下記書類を提出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP1）事前協議に関する手続き 

 

 

 提出書類 

 事前協議書（様式１） 

 オンライン入力してください。 

 再生等活動計画書（様式１の２） 

 オンライン入力してください。 

 検査済証等 

 原則、検査済証を添付してください。 

検査済証がない場合は、建築確認済証等を添付してください。 

 管理規約 

 最新の管理規約を添付してください。 

 集会議案書（案）等 

 再生等検討活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で

決議するための集会議案書（案）等を添付してください。 

 事前協議完了通知書 

 松戸市が申請内容について審査後、「事前協議完了通知書（様式２）」を郵送

で発送いたします。 
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  補助金交付申請書（STEP2） 

管理組合が再生等検討活動を行うこと及びその経費について管理組合の集会

で決議後、令和７年１２月２日（火）までに「松戸市オンライン申請システ

ム」にログインし、下記書類を提出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP2）交付申請に関する手続き 

 

 

 提出書類 

 補助金交付申請書（様式３） 

 オンライン入力してください。 

 集会議事録（議案書）等 

 再生等検討活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で

決議していることを確認するため、提出して頂きます（総会あるいは

管理組合の規約で理事会等に付託している場合、理事会などの決議で

も可） 

 補助金交付決定通知書 

松戸市が申請内容について審査後、「補助金交付決定通知書（様式４）」を郵

送で発送いたします。 
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 完了実績報告書（STEP3） 

管理組合が交付決定日から令和８年３月１１日(水)までにおける再生等検討

活動を実施後、令和８年３月１９日（木）までに「松戸市オンライン申請シス

テム」にログインし、下記書類を提出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP3）完了実績報告に関する手続き 

 

 

 提出書類 

 完了実績報告書（様式８） 

 オンライン入力してください。 

 再生等活動報告書 

 再生等活動計画書に基づき実施した内容について、任意書式で報告書

を作成してください。委託している場合は、受託事業者から管理組合

に提出する報告書等を提出してください。 

 再生等活動に係る費用が記載された領収書等 

 支払者、支払日、支出先、内訳が記載された領収書等を提出してくだ

さい。 

 契約書・仕様書・内訳書等 

 委託している場合は、契約書・仕様書・内訳書等を提出してくださ

い。 

 補助金額確定通知書 

松戸市が申請内容について審査後、「補助金額確定通知書（様式９）」を郵送

で発送いたします。 
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 補助金請求書提出(STEP4) 

 管理組合は、「補助金額確定通知書（様式９）」の受領後、「補助金請求書

（様式１０）」を郵送で提出してください。 

 提出先 

 〒271-8588 千葉県松戸市根本３８７番地の５ 

 松戸市役所 住宅政策課 マンション再生等合意形成支援補助金担当 宛 

※ 郵便事故に関しての責任は負いかねますので、ご心配な方は「簡易書

留」や「特定記録郵便」等を利用することをおすすめします。 

 補助金交付 

 松戸市が「補助金請求書（様式１０）」受領後、１カ月程度でお振込いたし

ます。 
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７． その他の手続き 

 変更届出書（補助金の額に変更を生じない場合）（STEP2-1） 

 管理組合が交付決定後、補助金額の額に変更を生じない範囲で補助事業の内

容を変更するときは、「松戸市オンライン申請システム」にログインし、下記

書類を提出してください。 

 変更届出書が必要なもの 

① 補助の対象となる活動の変更 

② 活動期間の大幅な変更 

③ その他申請内容の大幅な変更 

 松戸市オンライン申請システム （STEP2-1）変更届出に関する手続き 

 

 

 提出書類 

 変更届出書（様式５） 

 オンライン入力してください。 

 変更再生等活動計画書（様式５の２） 

 オンライン入力してください。 

 その他書類 

 上記の他、必要に応じて書類等の提出を求めることがあります。 
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 補助金変更交付申請書（補助金の額に変更を生じる場合）（STEP2-2） 

管理組合が交付決定後、補助金額の額の変更が生じる補助事業の内容を変更

するときは、「松戸市オンライン申請システム」にログインし、下記書類を提

出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP2-2）変更交付申請に関する手続き 

 

 

 提出書類 

 変更交付申請書（様式６） 

 オンライン入力してください。 

 変更再生等活動計画書（様式５の２） 

 オンライン入力してください。 

 その他書類 

 上記の他、必要に応じて書類等の提出を求めることがあります。 
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 変更（中止）届出書（STEP2-3） 

管理組合が交付決定後、補助事業を中止するときは、「松戸市オンライン申

請システム」にログインし、下記書類を提出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP2-3）変更（中止）届出に関する手

続き 

 

 

 提出書類 

 変更（中止）申請書（様式５） 

 オンライン入力してください。 

 完了実績報告書（様式８） 

 「（STEP3）完了実績報告に関する手続き」を別途行ってください。 
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 再生等の決議等に係る報告書（STEP3-1） 

 補助金の交付決定を受けた年度に、再生等の決議等に至らなかった管理組合

は、決議後に「松戸市オンライン申請システム」にログインし、下記書類を提

出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP3-1）再生等の決議等に係る報告書

に関する手続き 

 

 

 提出書類 

 再生等の決議等に係る報告書（様式１４） 

 オンライン入力してください。 

 集会の議事録等 

 再生等を行うことについて、管理組合の集会で決議していることを確

認するため、提出して頂きます（総会あるいは管理組合の規約で理事

会等に付託している場合、理事会などの決議でも可） 
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 再生等完了報告書（STEP3-2） 

 管理組合は、再生等の完了後に「松戸市オンライン申請システム」にログイ

ンし、下記書類を提出してください。 

 松戸市オンライン申請システム （STEP3-2）再生等完了報告書に関する手

続き 

 

 

 提出書類 

 再生等完了報告書（様式１５） 

 オンライン入力してください。 

 完了報告書 

 再生等の内容について、任意書式で報告書を作成してください。委託

している場合は、受託事業者から管理組合に提出する報告書等を提出

してください。 
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